
避難情報変更のお知らせ

　「災害対策基本法の一部を改正する法律」が令和３年５月20日に施行され、災害時に市が発令する避難情報が
変わりました。今後は、「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に一本化されます。

■変更の内容

・警戒レベル3　「高齢者等避難」
　高齢者や障害のある方など、避難に時間がかかると思われる方は避難を開始してください。それ以外の方は、
避難の準備をしましょう。

・警戒レベル4　「避難指示」
　「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に一本化されました。「避難指示」が発令された場合は、危険な場所か
ら全員避難してください。

・警戒レベル5　「緊急安全確保」
　すでに災害が発生・切迫している状況です。避難が遅れた場合は、直ちに身の安全を確保し命を守る行動をとっ
てください。

　本市の令和元年東日本台風（令和元年台風19号）に関する意識調査の結果から、避難情報によって避難
した方が少なかったことがわかりました。台風や大雨等で危険な状況が想定される場合には、避難情報を確
認し、適切な避難行動をとりましょう。また、日ごろから地域の危険箇所や近隣の避難場所等を確認するな
どして、速やかに避難できるよう備えておきましょう。

広報　常陸大宮 令和３年６月号21


